
2020 年 4月 8日改訂 

愛・地球博記念公園北口周辺再整備 設計技術協力業務 募集要項 新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

新 旧 

愛・地球博記念公園北口周辺再整備 設計技術協力業務 

募集要項 

（略） 

１～４（略） 

５ 応募企業、応募グループ及び構成員の参加要件・資格要件 

（略） 

（１）参加者の参加要件 

（略） 

ア～ウ（略） 

エ 株式会社スタジオジブリ又は本業務に係る設計業務等の受託者並びにそ

の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86号）第２条第３号及び会社法施行規

則（平成 18 年法務省令第 12 号）第３条の規定による子会社をいう。）若し

くはこれらの者と資本関係又は人的関係がある者でないこと。 

（ア）「本業務に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。 

a 技術協力対象業務１ 

未定（2020年4月下旬契約予定） 

b 技術協力対象業務１に先行して実施する基本設計業務 

玉野総合コンサルタント株式会社 

c 技術協力対象業務２に先行して実施する基本設計業務 

株式会社伊藤建築設計事務所 

（イ）～（エ）（略） 

（２）（略） 

６～１１（略） 

別紙１～別紙３－２（略） 

愛・地球博記念公園北口周辺再整備 設計技術協力業務 

募集要項 

（略） 

１～４（略） 

５ 応募企業、応募グループ及び構成員の参加要件・資格要件 

（略） 

（１）参加者の参加要件 

（略） 

ア～ウ（略） 

エ 株式会社スタジオジブリ又は技術協力対象業務（2020 年 4月契約予定）の

受託者並びにその子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第３号及

び会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12号）第３条の規定による子会社

をいう。）若しくはこれらの者と資本関係又は人的関係がある者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）～（ウ）（略） 

（２）（略） 

６～１１（略） 

別紙１～別紙３－２（略） 


